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東南 アジアのイ ン ド化には色々な段階が考え られるだろ う。 まず最初にインデ ィァン ・コロ

ナイゼーションという話が出て くる。有名な扶南の建国伝説には、天竺か ら来た混填(コ ンテ

ン)が 裸でいた女王の柳葉 に貫頭衣を教えた という話がある。だが実際にイン ド人が東南アジ

アに植民す る形で イン ド文化を伝えたかどうかは、文献的には何 もわか ってはいない し、その

後の東南アジアの イン ド化の問題 にも大きな役割 は占めてはいない。否定 こそできないが、最

初の問題としては違 う形でのイン ドの影響が語 られるのではないだろうか。

二番 目には、 「下か ら」のイン ド化である。例えばジャータカにもイン ドの商人が東南アジ

ア方面に出かける話が出てお り、かなり昔か ら交易が行われていたであろうことが伺われ、イ

ン ドと東南アジアとの間に国家や王権 とは違 うレベルでのイ ン ド文明の伝播を考え ることがで

きるだろ う。最近ではイン ドの農業が東南アジアに伝わ ったのではないか という意味で、農業

による東南アジアのイン ド化が言われている。 これはインディカ米の渡来と結びっけて考えた

方がいいだろう。東南アジアの稻がベ ンガル湾系列とメコン系列で伝わったという説が正 しい

とすれば、ベ ンガル湾系列でインドの稻が伝わったことが考え られる。その場合には交易 と並

んで農業的なレベルでのイ ン ドの影響があったと考え られる。

しか し歴史学者が イン ドの影響を考える場合 は、国家編成の原理 としての影響に重点 をおい

ている。 日本の古代国家が、晴 ・唐の律令制 という外来の国家統治のイデオロギーによって国

家編成を して きたように、外来の思想が国家編成の原理 として、東南アジアに影響を与えた点

が歴史学者の一番の興味を引いている。

東南アジアの研究は20世 紀初頭か らフランス人やオランダ人 によって盛んにな って きた。そ

の頃はまだ「東南アジア」とい う言葉は使われていなか ったが、ここにはイン ドの影響を受けた

地域と中国の影響を受けた地域があるということが言われるようになる。1920年代に出たルネ・グ

ルッセ(ReneGrousset)の 「極東史」でも明 らかに2つ の地域を識別 している。国家編成の原理

としてのインドの影響を一番明確な形で示 したのがジョルジュ ・セデス(G.Coedes)で 、1944

年に書いた 「極東におけるインド化された諸国の古代史」の中で、イン ドの影響を 「アン ドゥイ

ザ シオ ン」というフラ ンス語で表名 している。 この言葉の翻訳を巡る紆余曲折が、今 日の話の

テーマに関係 して くることになる。アメリカのラン ドン(K.P.Landon)が1949年 に訳本を書い

たときに、彼は 「ヒン ドゥーイゼーション(ヒ ンドゥー化)」 と訳 している。ところがセデスの

この本は、1948年 にパ リで出版 された 「世界史」の第8巻 に 「イン ドシナとイ ンドネシアにおけ
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るイ ンド化 された諸国」 と題を変えて掲載 され、結果的には1968年 にホ ノルルか ら出された訳

本によ って 「インディアナイゼイション(イ ン ド化)」 という言葉で定着 し、一般に広まって

いくことになる。

1944年 の初版 と1964年 に出された第2版 の問には微妙な違 いがある。セデスは一度書いた文

章はほとんど直さず、新 しい学説が出ると何行か付け加え ることによって、パ ラグラフを広げ

てい く形で改訂 している。興味深 いの は 「ア ンドゥイザシオ ン」の定義に 「サンスクリティザ

シオン(サ ンスク リッ ト化)」 を一行付 け加えていることだ。実は1950年 代 にイ ンド社会学者

や人類学者の間では 「サ ンスクリット化」の問題が盛んに議論されて いた。セデスはその議論

を踏まえて、 自らのいう 「アン ドゥイザシオ ン」が内容的にはサンスクリッ ト化と同 じものだ

という加筆 をしたのだろう。私が この ことにこだわる理 由は、我々が 「イン ド化」や 「イン ド

の影響」 と言 う場合 に、セデスが これを 「サンスクリッ ト化」と限定 したことが大きな意味を

持つのではないか と考えるからだ。少な くともそれを無限定 に使えば、様々な問題が起 こりう

る。セデスが限定 した ことに意味を強調 しておきたい。

国家形成の原理 とい う形でのイン ドの影響を考える場合、一種の思想体系が入って こなけれ

ばな らない。さらに思想体系を支えている色々な条件が一緒に入 って こなければ、本当の意味

でイン ドの文化をセ ッ トとして受 け入れたことにはな らない。 この場合のセットとは、オーガナ

イズ ド・カルチャー(組織化された文化)で あるとセデスは規定 している。イン ド化を言うな らば基

本的にカース ト制が入 らなければ、オーガナイズ ド・カルチャーは完結 しない。 しか しカース ト制

な しに入 って来ているのが東南アジアのイン ド化の特徴であろう。例えばタイでは、ヴァルナは

パンナ,ワ ンナという言葉で、 ジャーティはチャー トとい う言葉で入 り、文献上からはいかにも

カース ト制が取り入れられたか如 き印象を受けるが、実態はほとんど伴 っていない。昨日の議論

にも関連す るが、私はバ ラモ ン ・クシャ トリヤコンプ レックスというのは非常に重要だと考えて

いるが、東南アジアにはそれがバラモン抜 きで入ってきているという印象がある。バラモ ン自体

は東南アジアにもお り、その意味ではバラモン ・クシャ トリヤはあると言わねばならないが、そ

れはいわゆるイ ンド的なバラモン ・クシャ トリヤ コンプレックスとは全 く違った形だ。いわば名

前だけが入 つている。その両者の関係の違いを明確に見極める必要があるだろう。

東南アジア史をイ ン ド化の観点で捉えることの是非が問われていることは否めない。に もか

かわらず有効な時代区分だ と思えるのがrl3世 紀の危機」という考え方である。セデスの言 う

「ア ン ドゥイザ シオ ン」には5つ のファクターがある。王権思想、 ヒン ドゥー ・仏教的な リ

チュアル、プラーナ神話、ダルマ ・シャース トラ、そ してサ ンスクリットの使用とい う5つ の
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文化要素がセ ットとして東南アジアに受け入れ られた。 これを 「アンドゥイザ シオ ン」 と言 う

のだと規定 して いるのだが、イ ン ド化をサ ンスク リッ ト化なのだ と規定 した問題提起のフ ォ

ローができていない。それには二つの方向を考える必要があると思っている。その一つは 「13

世紀の危機」を境界にした東南アジアの状況である。セデスをは じめとするフランスの学者達

は、東南アジアのサ ンスクリット化への想い入れが非常に強いという印象がある。だが、それ

を13世 紀以降にまで延ば して しまうのはまずいだろう。サ ンスクリット文化は次第に衰え、大

陸部の方では上座仏教化が進み、そ して島喚部の方で はイスラーム化が進むという状況が出て

くる。その中でオーガナイズ ド・カルチャーがどのように変質 していったかという視点が必要

だ と考えている。

もう一つは、イン ド化された国によって及ぼされたインド化である。例えば、モ ン人がイ ン

ド文化を受け入れ、モ ン人の文化を ビルマ人が重要視することによって ビルマがイ ンド文化を

受け入れていく。タイが一度イ ンド化 されたクメールの影響を受けてイン ド化 される。そ うい

う派生的なイン ド化 という視点が必要ではないか。その意味で議論が必ず しも詰められていな

いのが、東南アジアのサ ンスクリッ ト化がどれ くらい真面 目に行われたかとい うことと、サン

ス クリッ ト文化の衰退以降のイ ンド文化の変質への視点である。

セデスの言 うサ ンスク リッ ト化された意味でのイン ド化の典型的な例は、アンコール帝国に

おけるデーヴァ ・ラージャ(神 なる王)と いう考え方で、強力な王権を支える思想があったか

らこそ、アンコールの巨大なモニュメ ントがで きたのだという議論の イデオロギー的な背景と

な っている。 しか しこれ に関 しては批判が多 い。 クルケ(H.Kulke)は 、イ ン ドでは少な く

ともそんな意味 はないという議論を している。 タイ人の歴史学者のニテ ィの言 うデーヴァ ・

ラージャ論では、 クメールにおける氏神的な神々のハ イアラーキーの中でのラージャ(王)と

いう意味で、国王が神であ るという考え方で はない。そ ういう批判はあるが、13世 紀以前の東

南アジアでのイン ド文化の受容の仕方 として、デーヴァ ・ラージャというものがある。

13世紀以降の議論については、タイを例に考えてみたい。例えば、オーガナイズ ド・カルチャーの

要素と してダルマ ・シャース トラの受容が言われ、東南アジア史には必ず東南アジアにrマ ヌ法

典』が入 っていると書かれている。 しかし、我 々の知 る現在の東南アジアにrマ ヌ法典』は入 っ

ていない。これは東南アジアにおけるカース ト制の欠落と関係がある。 『マヌ法典』とはカース

ト制を前提に したある種の救済論である。それぞれのカース トに応 じた義務を果たす ことが、そ

の人の宗教的な救済につなが っていく。そういう社会的背景なしにrセ ヌ法典』が入 って も何 も

な らない。ではrマ ヌ法典』の何が入 っているのか。これはヴャヴァハーラと言われる18の 訴訟

73



項 目が入っているのみで、例えば、人類の発生やカース トの起源などという問題は全 く入 って

いない。18の 項 目と掲 げなが ら項目数は地域によってバラバラで、タイではさ らに 「18」とい

う言葉 もな くな り数 も29に なっている。これはローカライゼーションがさ らに先に進んだ段階

であろう。 しか しこれを含めて 「イン ド化」と言え るのだろ うか。イ ンド化を 「サンスクリッ

ト化」 と規定するな らば、これ はイン ドの影響ではあるが 「イン ド化」 と言 うべきではない。

その意味で も概念規定の明確化が必要だろう。

例えば、1351年 にできたタイのアユタヤ朝は仏教王国 として知 られているが、王室儀礼に関

してはバ ラモンの存在が欠かせない。 しか も年代記には、タイにはカース トがあ り、バラモ ン

がいるので、クシャ トリヤ ・バラモ ンコンプ レックスがあるのだと理解されま じき筆で書かれ

ている。 しか し別の法律書で見ればバラモンの地位 は極めて低いもので しかない。バラモ ンは

祭祀を司る技術者あるいは法律の解釈者で しかな く、国王をチ ェックする機能 は全 くない。国

王の威厳を示 し、サ ンスク リットの名をつけ、王室儀礼に欠かせない存在でありなが ら、全 く

の下僚にす ぎないのだ。バ ラモ ンの存在とクシャ トリヤである王という構図は、まさにイ ンド

的なバラモ ン ・クシャ トリヤコンプ レックスという感 じがあるが、内容は全 く違う。 この事は

まさに東南アジアにおけるカース トの欠落を考えなければわか らない問題だろう。

東南アジアには確かにイン ドの影響 はあるが、その内容を時代に照 らして理解 していかなけ

れば語ることはで きない。そのためには最初にイ ンドの影響が直接及んだ可能性のある 「コロ

ナイゼーシ ョン」を考えることも必要か もしれない。交易の問題 も考える必要があ るだろう。

だが多 くの場合は国家編嘆の原理 として考え、オーガナイズ ド・カルチャーをワンセ ットで受

け入れて いた時代が、本当にどこまで真面 目にイ ンドと同 じであったのかを検討する必要があ

る。そして13世 紀以降 にサンスクリッ ト文化は衰退 してい く中でも、 イン ドの影響は根強 く今

日まで残 つている状況をどう考えるかという問題がある。あるいはサ ンスクリット化された ク

メールによってタイがイ ン ド化 されたような、派生的なイン ド化をどう考えるのか。いずれに

せよ大前提であるカース トの欠落は決定的で、その意味での東南ア ジアのインド化は、相当大

きな括弧つきで考え られるべきだろう。
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